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平成２５年（厚）第１４号

平成２６年２月２８日

主文

厚生労働大臣が、平成○年○月○日付で再

審査請求人（以下「請求人」という。）に対

してした、後記「理由」欄第２の２記載の原

処分を取り消す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

主文と同旨。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、旧厚年法の被保険者であっ

たＡ（以下「亡Ａ」という。）が、同被

保険者期間中の昭和○年○月○日に死

亡したので、平成○年○月○日（受付）、

厚生労働大臣に対し、亡Ａの妻であると

して、国民年金法等の一部を改正する法

律（昭和６０年法律第３４号。以下「６０

年改正法」という。）による改正前の厚

生年金保険法（以下「旧厚年法」という。）

の規定による遺族年金（以下、単に「遺

族年金」という。）の裁定を請求した。

２　厚生労働大臣は、請求人に対し、平成

○年○月○日付で、受給権発生年月を昭

和○年○月とする遺族厚生年金を裁定

し、同年○月○日付で、これを平成○年

○月を支給開始月とし、同月分から支給

するとする処分（以下、遺族年金を平成

○年○月を支給開始月とし、同月分から

支給するとした処分を「原処分」という。）

をした。

３　請求人は、原処分を不服として、標記

の社会保険審査官に対する審査請求を経

て、当審査会に対し、再審査請求をした。

その不服の理由は、本件裁決書添付別紙

のとおりである。

第３　問題点

１　厚生年金保険の被保険者で、被保険者

期間が６か月以上である者が、昭和６１

年４月１日前の被保険者期間中に死亡し

た場合は、遺族に対し、遺族年金が支給

される（旧厚年法第５８条第１項）。支

給される遺族とは、被保険者の配偶者、

子、父母、孫または祖父母であり、被保

険者の死亡の当時、その者によって生計

を維持されていたものとされる（同法第

５９条第１項）。

２　本件においては、請求人が当該遺族年

金の受給権者であることについては当事

者間に争いがなく、請求人は、消滅時効

が完成した平成○年○月以前の遺族年金

を除く、平成○年○月分以降の遺族年金

を支給するとした原処分を不服として、

その取消しを求めているのであるから、

本件の問題点は、原処分が適法・妥当で

あったかどうかということである。

第４　当審査会の判断

１　一件記録によれば、以下の事実が認定

できる。

（1）　亡Ａは、昭和○年○月○日に厚生

年金保険の被保険者資格を取得し、被

保険者であった期間中の同○年○月○

日に死亡し、同月○日付で同資格を喪

失した。

（2）　請求人は、昭和○年○月○日に亡

Ａと婚姻（当時、請求人は○歳）し、

その後、同年○月○日に２０歳に到達

した。

（3）　請求人は、平成○年○月○日、自

らの老齢給付について、○○年金事務

所に相談に行ったところ、相談窓口

担当者（以下「担当者」という。）は、

請求人に係る「基礎年金番号照会回答

票（基本情報）」を打ち出して確認し

た上、これに「国○月、免○月、厚○　

（合計）○月　△○月」とメモ書きし

て請求人に交付し、厚生年金保険の被

保険者期間の月数が○月、国民年金の

納付済期間の月数が○月、保険料全額

免除期間の月数が○月で、合計○月と

なり、受給資格期間を満たすためには

○月不足する旨説明した。

（4）　請求人は、平成○年○月○日、上

記照会回答票及び亡Ａに係る除籍謄本

を本件事務所に持参し、再び、自らの

老齢給付の受給について相談した。担

当者は、請求人に係る同日現在の「基
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礎年金番号照会回答票（基本情報）」（以

下「本件照会回答票」という。）、「被

保険者記録照会（基本）」及び亡Ａに

係る「被保険者記録照会回答票（資格

画面）」（以下「亡Ａの資格画面」とい

う。）を打ち出して確認した上、請求

人が６０歳に到達した平成○年○月○

日までの期間について、厚生年金保険

の被保険者期間の月数が○月、国民年

金の納付済期間の月数が○月、保険料

全額免除期間の月数が○月に、亡Ａが

厚生年金保険の被保険者であった期間

（昭和○年○月○日から同○年○月○

日まで）の月数７月の合算対象期間（い

わゆる ｢カラ期間 ｣）を併せると、合

計○月であり、請求人は老齢給付の受

給資格期間（３００月）を満たさず、

老齢給付の受給権は発生しないと説明

し、不足分について国民年金に任意加

入するように指導した。担当者が打ち

出した亡Ａの資格画面には、亡Ａが昭

和○年○月○日に厚生年金保険の被保

険者資格を取得し、昭和○年○月○日

に同資格を喪失し、厚生年金保険被保

険者の実期間が○月である旨が印字さ

れ、その資格喪失の原因を示す番号と

して、在職中の死亡を意味する「５」

と印字されていた。

（5）　請求人は、平成○年○月○日に国

民年金の任意加入被保険者となり、同

月分から国民年金保険料を納付し続

け、同○年○月○日に同被保険者資格

を喪失するまで、○月分の同保険料を

納付し、上記の受給資格期間が満たさ

れた。

（6）　請求人は、自らの老齢給付につい

て、平成○年○月○日（受付）、厚生

労働大臣に裁定請求したところ、平成

○年○月○日付で、受給権発生日を平

成○年○月○日とする厚生年金保険法

（以下「厚年法」という。）附則第８条

所定の老齢厚生年金が裁定された。

（7）　請求人は、平成○年○月、金融機

関の年金相談会で、請求人には亡Ａに

係る遺族年金の受給資格がある旨のア

ドバイスを受けたため、前記第２の１

記載のとおり、遺族年金の裁定請求を

した。

２　上記第２記載の経過及び上記１で認定

した事実に基づき検討する。

従来、年金受給権に基づき支払期月

ごとに支払いを受けるものとされる厚生

年金保険の保険給付及び国民年金の給付

（以下「併せて「年金」という。」の支給

を受ける権利（以下 ｢支分権 ｣という。）

は、会計法（昭和２２年法律第３５号）

第３０条及び第３１条第１項の規定によ

り、５年間これを行わないときは、時効

の援用を要せず、時効により消滅するこ

とされていたところ、平成１９年７月６

日法律第１１１号（以下「平成１９年改

正法」という。）による厚年法の改正に

より、平成１９年改正法の施行日（平成

１９年７月６日）後に受給権を取得した

保険給付を受ける権利（当該権利に基づ

き支払期月ごとに又は一時金として支払

を受けるものとされる保険給付の支払を

受ける権利を含む。）については、会計

法第３１条の規定を適用しないこととさ

れたことから、当該権利の時効消滅には

援用を要することとされた。

３　請求人は、原処分が亡Ａに係る遺族年

金の平成○年○月以前を支払期月とする

支分権が時効により消滅したことを前提

として、平成○年○月を支払期月とする

平成○年○月分からこれを支給するとし

たことを不当であるとし、仮に消滅時効

に関する規定の適用をするとしても、本

件事務所の担当者が請求人に対し、なす

べき指導をせず、不適切な指導を行った

日である平成○年○月○日の時点におい

て未だ５年の時効期間が経過していな

かった支分権については、これを支給す

べきであると主張する。そこで、この点

について検討する。

上記認定事実によると、請求人が平成

○年○月○日に、本件事務所の相談窓口

担当者から交付された亡Ａの資格画面に

は、昭和○年○月○日の資格喪失原因と

して「５」と印字され、これは「在職中
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の死亡」を意味しており、亡Ａの被保険

者期間が○月である旨も記載されている

ことからすれば、請求人は、上記第３の

１の亡Ａに係る遺族年金の受給要件を満

たすから、請求人は、亡Ａが死亡した時

点において、遺族年金の受給権者となる

ことは明らかであって、このことは、担

当者としては、亡Ａの資格画面を一見す

れば容易に理解できることであるという

ことができる。しかし、担当者は、請求

人に遺族年金の受給権が発生しているこ

とについて一言も言及していないのであ

り、その説明はもとより、その手続を指

導していないのである。

昭和３６年４月から同６１年３月まで

の間、遺族年金の受給権者は、国民年金

については任意加入であった（６０年改

正法による改正前の国民年金法第７条第

２項第５号、附則第６条）。その任意加

入しなかった期間については、６０年改

正法施行後は、同法附則第８条第５項第

１号の規定により、カラ期間とされる。

しかしながら、請求人に係る本件回答

票の余白には、相談窓口担当者により、

「カラ○．○～○．○　○ヶ月」とメモ書

きされ、老齢厚生年金の受給資格必要月

数及び充足月数を示す欄に「カラ期間○

月」と、亡Ａの厚生年金保険被保険者期

間を基にした「カラ期間」のみしか記載

されていないところから、平成○年○月

○日に、窓口担当者が、遺族年金につい

て言及していないことは、明らかである。

上記事実関係の下においては、担当者

は、請求人に対し、亡Ａに係る遺族年金

の受給権があること及びその裁定請求手

続について説明し指導する法的義務を負

担していたといって妨げないから、担当

者は、過失によりその義務に違反したも

のということができ、その義務違反は、

担当者が僅かの注意を払いさえすれば容

易に避けることができたものであるとい

うべく、その過失は、重にして、かつ、

大である。請求人としては、上記説明を

受けその手続等を指導されていれば、平

成○年○月○日に、亡Ａに係る遺族年金

の裁定請求をすることができたものとい

うことができるから、担当者の上記義務

違反と請求人が同日に裁定請求をするこ

とができなかったこととの間には、相当

因果関係がある。そして、担当者の義務

違反の内容及び過失の程度、平成○年○

月○日に裁定請求することができなかっ

たことにより損なわれる請求人の法律上

の利益を比較考量し、遺族年金の趣旨及

び目的並びに消滅時効制度の目的を併せ

て考慮すると、平成○年○月○日の時点

において、５年の消滅時効期間が未だ経

過していなかった亡Ａに係る遺族年金の

支分権（平成○年○月を支払期月とする

平成○年○月分から以降の分）につい

て、保険者が消滅時効の利益を享受する

ことは、行政法の分野にも適用されると

解される信義則に照らして、許されない

というべきである。そうすると、保険者

は、請求人に対し、亡Ａに係る遺族年金

を、平成○年○月分から支給すべきであ

る。しかるに、原処分は、上記遺族年金

を平成○年○月分から支給するとしたも

のであるから、妥当ではない。したがっ

て、原処分は、取消しを免れない。（な

お、本件において、遺族年金の受給権は

既に時効により消滅していたことになる

が、保険者は、受給権の行使自体は是認

するとの行政措置をとったものと認めら

れる。）

以上の理由により、主文のとおり裁決する。
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